
ビル管理・施設管理業務を
営んでいたが、コロナの影響を
受けて業績不振

業種転換

オフィス等の施設で需要増が
見込まれる空気清浄機の
製造販売に新たに着手

サービス業

1

ビル管理・施設管理業務 空気清浄機の製造販売

管理

① 製品等の新規性要件を満たしている。
② 市場の新規性要件を満たしている。
③ ３～5年の事業計画期間終了後、空気清浄機の製造販売を含む業種の売上高構成比が最も高くなる。

業種
転換

コロナ前 コロナ後

業種転換に該当するためには（事業計画で示す事項）


